
高等学校等就学支援金等

課題
背景説明
○ 家庭の経済状況にかかわらず、自らの希望に応じた教育を受けるこ
とのできる環境を整備し、高校生等が安心して教育を受けることがで
きるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ることが喫緊の課題。

目的・目標
○ 高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金を支給することで、
家庭の教育費負担の軽減を図り、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環
境を整備し、教育の機会均等を図り、もって、我が国社会を担う豊かな人間性を
備えた人材の育成に資する。

令和８年度予算額   5,824億円
(前年度予算額                   4,074億円)

事業内容（事業実施期間：平成２２年度～、【新制度】令和８年度～）
◆自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チームによる三党合意（令和７年10月29日、

令和７年12月18日）に基づき、いわゆる高校無償化については、我が国社会を担う人材育成のため、高校生等の授業料に充てる高等学校等就学
支援金制度の拡充を図り、年収に関わらず、高等学校等に通う日本人等の生徒を対象に、高等学校等就学支援金を支給。また、国と地方の役割分
担の在り方を踏まえ、これまでの10／10国負担から１／４の都道府県負担を導入。 （設置者が代理受領）

公・私立高校等：国３／４、都道府県１／４
国立高校等 ：国１０／１０

負担
割合

新制度
対象校種

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び
各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、海上技術学校

公・私立高校等：都道府県
国立高校等 ：国

実施
主体

新制度
対象者

上記の対象校種に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、以下①～⑦のいずれかに該当する者。
①日本国籍を有する者、②特別永住者、③永住者、④日本人の配偶者等、⑤永住者の配偶者等、⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、
⑦家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

【新制度】 所得制限  ：なし
支給上限額：11万8800円（公立）、 45万7200円（私立）

※ 国立高校等についても、実質無償。
※ 私立高校等の通信制課程に通う生徒の支給上限額は 33万7200円。

【参考（予算補助）】新制度対象外となる新入生（留学生を除く）
が対象

【経過措置】新制度対象外となる在校生（留学生を含む）が対象

※新たな制度の検証については、法施行後、３年以内の期間に十分な検証を行った上で、必要な制度の見直しを実施。

支給上限額

年収目安

 45万7200円 
  （私立高校の平均授業料

   を勘案した水準） 【所得制限なし】

年収目安

支給上限額

11万8800円 
 

私立高校等は旧制度と同様の加算

（国公私立共通）旧制度と同様の支援

 39万6000円 
  

590万円 910万円

【高等学校等就学支援金（経過措置）】 【新修学支援（予算補助）】

 11万8800円 
 （公立高校の授業料）

年収目安

支給上限額

私立高校等は旧制度と同様の加算

（国公私立共通）旧制度と同様の支援

590万円 910万円

 39万6000円 
  

11万8800円 
 

＜内訳＞ 高等学校等就学支援金交付金  5,800億円
 公立高等学校授業料不徴収交付金 0.1億円
 高等学校等就学支援金事務費交付金  24億円

（担当：初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室）



区分 該当例 在留期間 支援金の支給
（参考）
高等学校等就学支援金等
の支給限度額

主な本人確認手段
「個人番号カード」の
コピー以外のもの

①日本国籍を有
する者 日本人、日本に帰化した外国人 ― 支給対象 支給限度額・年額(※3)

45.72万円
 住民票の写し（原

本）

②特別永住者 特別永住者として本邦に在留する者 無期限 支給対象 支給限度額・年額(※3)
45.72万円

 住民票の写し（原
本）(※1)又は「特
別永住者証明書」
のコピー

③永住者等
(※2)

永住者 法務大臣から永住の許可を
得た者 無期限

支給対象 支給限度額・年額(※3)
45.72万円

 住民票の写し（原
本）又は「在留
カード」のコピー

日本人の配
偶者等

日本人の配偶者、子、特別
養子

5年、3年、1年又は6
月

永住者の配
偶者等

永住者・特別永住者の配偶
者及び本邦で出生し引き続
き在留している子

5年、3年、1年又は6
月

④定住者(※2)
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留
期間を指定して居住を認める者（第三国定
住難民、日系３世、中国残留邦人等）

5年、3年、1年又は6
月又は法務大臣が個々
に指定する期間（5年
以内）

定住者のうち、「将来
永住する意思があると
認められた者」は、支
給対象

[[支給対象の場合]]
●支給限度額・年額(※3)

45.72万円

[[支給対象外の場合]]
①新制度対象外の在校生

（留学生含む）には、
旧制度の支援を継続。

②新制度対象外の新入生
（留学生除く）には、
旧制度と同等の水準の
予算措置を実施。

③①及び②の場合の支給
限度額・年額
39.6万円又は11.88万
円(※4)

 住民票の写し（原
本）又は「在留
カード」のコピー

⑤家族滞在
(※2)

教授、芸術等の在留資格をもって在留する
者の扶養を受ける子など

法務大臣が個々に指定
する期間（5年以内）

家族滞在のうち、「小
学校及び中学校を卒業
した者であって、高校
等卒業後、日本で就労
して定着する意思があ
ると認められた者」は、
支給対象

 住民票の写し又は
「在留カード」の
コピー

 小・中学校の卒業
証書の写し又は卒
業証明書

⑥右記の在留資
格により在留す
る者(※2)

・外交、公用
・文化活動
・留学、研修
・特定活動 等

区分の内容に応じて
15日から5年の期間 支給対象外

 住民票の写し又は
「在留カード」の
コピー

高等学校等就学支援金・新制度における国籍・在留資格等に関する本人確認手段（例）

※1 国籍が「日本国以外」の場合は、国籍・在留資格・在留期間等の情報等が記載されたもの。
※2 在留資格の取得・変更・更新は、全て法務大臣の許可が必要。
※3 支給限度額は、国公私立の別、学校種別で異なる。（高等学校の例）国立11.52万円、公立11.88万円、私立(全日制)45.72万円、私立(通信制)33.72万円。
※4 新制度対象外の生徒への支援における支給限度額は、国公私立の別、学校種別、親権者の収入の状況で異なる。（私立高等学校の例）年収590万円未満の場合39.6万円、年収910万円以上の場合11.88万円。



※括弧書きは実際には存在しないもの。

高等学校等就学支援金・新制度における支給限度額（年額）
区分

高等学校全日制

高等学校定時制

高等学校通信制

中等教育学校後期課程

特別支援学校高等部

高等専門学校

専修学校

高等課程・一般課程

昼間学科

専修学校

高等課程・一般課程

夜間等学科

専修学校

高等課程・一般課程

通信制学科

各種学校

特定教育施設

(115,200) 457,200 457,200

118,800 (457,200) (457,200)

(166,800) (457,200) 457,200

(166,800) (337,200) 337,200

234,600 234,600 457,200

(166,800) 457,200 457,200

115,200 118,800 457,200

4,800 4,800 457,200

(115,200) 32,400 457,200

(115,200) 6,240 337,200

国立 公立 私立

115,200 118,800 457,200


Sheet1

		区分 クブン		国立 コクリツ				公立 コウリツ				私立 シリツ

		高等学校全日制 コウトウガッコウ ゼンニチセイ		115,200				118,800				457,200

		高等学校定時制 コウトウガッコウ テイジセイ		(115,200)				32,400		32,400		457,200		118,800

		高等学校通信制 コウトウガッコウ ツウシンセイ		(115,200)				6,240		6,240		337,200		118,800

		中等教育学校後期課程 チュウトウ キョウイク ガッコウ コウキカテイ		115,200				118,800		118,800		457,200		118,800

		特別支援学校高等部 トクベツ シエン ガッコウ コウトウブ		4,800				4,800		4,800		457,200		118,800

		高等専門学校 コウトウ センモンガッコウ		234,600				234,600		118,800		457,200		118,800

		専修学校
高等課程・一般課程
昼間学科 センシュウ ガッコウ コウトウカテイ イッパン カテイ ヒルマ ガッカ		(166,800)				457,200		118,800		457,200		118,800

		専修学校
高等課程・一般課程
夜間等学科 センシュウ ガッコウ コウトウカテイ イッパン カテイ ヤカン トウ ガッカ		(166,800)				(457,200)		(118,800)		457,200		118,800

		専修学校
高等課程・一般課程
通信制学科 センシュウ ガッコウ コウトウカテイ イッパン カテイ ツウシンセイ ガッカ		(166,800)				(337,200)		(118,800)		337,200		118,800

		各種学校 カクシュ ガッコウ		(115,200)		(118,800)		457,200		118,800		457,200		118,800

		特定教育施設 トクテイキョウイクシセツ		118,800				(457,200)		(118,800)		(457,200)		(118,800)





tsuchiya-y
ノート注釈
tsuchiya-y : Completed

tsuchiya-y
ノート注釈
tsuchiya-y : Cancelled

tsuchiya-y
ノート注釈
tsuchiya-y : None



高等学校等就学支援金・新制度 支給期間・支給限度額

※１ 括弧書きは実際には存在しないもの
※２ 通算74単位、年間30単位まで

定額授業料の場合 単位制授業料の場合 定額授業料の場合 単位制授業料の場合

支給期間 36 月 36 月 36 月 36 月

支給限度額 9,900 円/月 4,812 円/単位　※２ 38,100 円/月 18,528 円/単位　※２

支給期間 48 月 48 月 48 月 48 月

支給限度額 2,700 円/月 1,740 円/単位　※２ 38,100 円/月 18,528 円/単位　※２

支給期間 48 月 48 月 48 月 48 月

支給限度額 520 円/月  336 円/単位　※２ 28,100 円/月 13,668 円/単位　※２

支給期間 36 月 36 月 36 月 36 月

支給限度額 9,900 円/月 4,812 円/単位　※２ 38,100 円/月 18,528 円/単位　※２

支給期間 36 月 ― 36 月 ―

支給限度額 400 円/月 ― 38,100 円/月 ―

支給期間 36 月 ― 36 月 ―

支給限度額 19,550 円/月 ― 38,100 円/月 ―

支給期間 36 月 36 月 36 月 36 月

支給限度額 38,100 円/月 18,528 円/単位　※２ 38,100 円/月 18,528 円/単位　※２

支給期間 （48 月） （48 月） 48 月 48 月

支給限度額 （38,100円/月）　※１ （18,528 円/単位）　※１、２ 38,100 円/月 18,528 円/単位　※２

支給期間 （48 月） （48 月） 48 月 48 月

支給限度額 （28,100円/月）　※１ （13,668 円/単位）　※１、２ 28,100 円/月 13,668 円/単位　※２

支給期間 36 月 ― 36 月 ―

支給限度額 38,100円/月 ― 38,100 円/月 ―

 公立 私立

高等学校
全日制

高等学校
定時制

専修学校
高等課程・一般課程

通信制学科

各種学校

高等学校
通信制

中等教育学校
後期課程

特別支援学校
高等部

高等専門学校
（１～３学年）

専修学校
高等課程・一般課程

昼間学科

専修学校
高等課程・一般課程

夜間等学科



※括弧書きは実際には存在しないもの

590万円未満
590万円以上

910万円未満
590万円未満

590万円以上

910万円未満
590万円未満

590万円以上

910万円未満

高等学校全日制 115,200 115,200 118,800 118,800 396,000 118,800

高等学校定時制 (115,200) (115,200) 32,400 32,400 396,000 118,800

高等学校通信制 (115,200) (115,200) 6,240 6,240 297,000 118,800

中等教育学校後期課程 115,200 115,200 118,800 118,800 396,000 118,800

特別支援学校高等部 4,800 4,800 4,800 4,800 396,000 118,800

高等専門学校 234,600 118,800 234,600 118,800 396,000 118,800

専修学校

高等課程・一般課程

昼間学科

(118,800) (118,800) 396,000 118,800 396,000 118,800

専修学校

高等課程・一般課程

夜間等学科

(118,800) (118,800) (396,000) (118,800) 396,000 118,800

専修学校

高等課程・一般課程

通信制学科

(118,800) (118,800) (297,000) (118,800) 297,000 118,800

各種学校 (118,800) (118,800) 118,800 118,800 396,000 118,800

各省所管学校 118,800 118,800 ー ー ー ー

区分

国立 公立 私立

【参考】令和２～７年度の高等学校等就学支援金における支給限度額（年額）


Sheet1

		区分 クブン		国立 コクリツ				公立 コウリツ				私立 シリツ

				590万円未満 マン エン ミマン		590万円以上
910万円未満 マン エン イジョウ マン エン ミマン		590万円未満 マン エン ミマン		590万円以上
910万円未満 マン エン イジョウ マン エン ミマン		590万円未満 マン エン ミマン		590万円以上
910万円未満 マン エン イジョウ マン エン ミマン

		高等学校全日制 コウトウガッコウ ゼンニチセイ		115,200		115,200		118,800		118,800		396,000		118,800

		高等学校定時制 コウトウガッコウ テイジセイ		(115,200)		(115,200)		32,400		32,400		396,000		118,800

		高等学校通信制 コウトウガッコウ ツウシンセイ		(115,200)		(115,200)		6,240		6,240		297,000		118,800

		中等教育学校後期課程 チュウトウ キョウイク ガッコウ コウキカテイ		115,200		115,200		118,800		118,800		396,000		118,800

		特別支援学校高等部 トクベツ シエン ガッコウ コウトウブ		4,800		4,800		4,800		4,800		396,000		118,800

		高等専門学校 コウトウ センモンガッコウ		234,600		118,800		234,600		118,800		396,000		118,800

		専修学校
高等課程・一般課程
昼間学科 センシュウ ガッコウ コウトウカテイ イッパン カテイ ヒルマ ガッカ		(118,800)		(118,800)		396,000		118,800		396,000		118,800

		専修学校
高等課程・一般課程
夜間等学科 センシュウ ガッコウ コウトウカテイ イッパン カテイ ヤカン トウ ガッカ		(118,800)		(118,800)		(396,000)		(118,800)		396,000		118,800

		専修学校
高等課程・一般課程
通信制学科 センシュウ ガッコウ コウトウカテイ イッパン カテイ ツウシンセイ ガッカ		(118,800)		(118,800)		(297,000)		(118,800)		297,000		118,800

		各種学校 カクシュ ガッコウ		(118,800)		(118,800)		118,800		118,800		396,000		118,800

		各省所管学校 カクショウ ショカンガッコウ		118,800		118,800		ー		ー		ー		ー







参 考


